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● 平成 30年度地域別最低賃金の改定による影響が大きい地域は神奈川県 

神奈川県の 53.0%が最も高く、次いで大阪府の 43.9%、岡山県の 33.8%が今年度の最低賃金を下回る 

● 最低賃金改定の影響を受けやすい業種は「小売業」「運輸業」「ビル管理･警備業」、 

受けにくい業種は「教育、学習支援業」 

● 最低賃金改定の影響を受けやすい職種は「販売･接客サービス」 

受けにくい職種は「教育･保育」 

● 東京都、神奈川県、大阪府では、それぞれの都府県内であっても生活圏等の違いによって募

集時平均時給に差があり、それが最低賃金改定影響率の地域差につながっている。いずれ

の都府県でも都心側が郊外側より影響率が低い 
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1. 地域別集計結果 

2018年 4月から 8月の募集時時給データのうち、平成 30年度地域別最低賃金改定額よりも低い募集時時

給データの割合（以下、改定影響率）が最も高かった地域は神奈川県（53.0%）で、次いで大阪府（43.9%）、岡

山県（33.8%）となった（表 1）。中央最低賃金審議会が答申した平成 30年度地域別最低賃金額改定の目安で、

引上げ額の目安ランクが C（25円）となっていた都府県では、改定影響率が 2割を超えている。 

改定影響率が最も低かったのは滋賀県（13.4%）で、次いで栃木県（17.9%）、埼玉県（18.7%）となった。昨年

実施した同様の調査（ https://apj.aidem.co.jp/wage/243/ ）で示した「平成 29 年度地域別最低賃金改定影響

率」の値よりも低い値となったのは、埼玉県、千葉県、滋賀県、京都府、大阪府、福岡県の 6府県だった。 

神奈川県と大阪府は昨年に続き改定影響率が高くなる地域であり、今回の調査でも 4割以上、神奈川県にい

たっては全体の半数以上に影響がある予測となっている。「毎年改定影響率が高い」ということは「毎年賃金改

定せざるを得ない」募集が多いということで、改定の時期に新しい地域別最低賃金額に変える事を繰り返してい

る募集が多いと考えることができる。 

静岡県は、隣接する神奈川県や埼玉県･千葉県よりは最低賃金額が低い地域だが、改定影響率では東京都

に次ぐ高さとなっている。これは、最低賃金が 50の倍数をまたいだ額で改定されるためではないかと予測できる

（表 2,3 上部参照）。昨年の調査（ 同上 ）で、賃金設定は 800 円、850 円、1,000 円といった、「キリの良い額」

で設定されることが多いことがわかっており、今回の場合 850 円で募集していた案件は全て改定の影響を受け

てしまうため、改定影響率が高くなったと考えられる。同様の理由で、茨城県、群馬県、栃木県、奈良県、和歌山

県、岡山県、福岡県では 800 円の募集が影響を受ける額に含まれるため、改定影響率も高くなっている。兵庫

県についても 850円の募集が影響を受けることになる。 

表 1.改定影響率の昨年実施調査結果との比較 

 

2. 業職種別集計結果 

業種別にみると、改定影響率が 5 割を超えた地域が多い分類は「小売業」「運輸業」「ビル管理･警備業」で、

それぞれ 3 都府県あった（表 2,3）。半数以上の地域で改定影響率が 3 割を超えたのは「飲食業」「運輸業」「ビ

ル管理･警備業」だった。改定影響率が低かったのは「教育、学習支援業」で、影響率が 1 割以上となった地域

は大阪府だけだった。 

職種別にみると、改定影響率が 5 割を超えた地域が多い分類は「販売･接客サービス」で、5 都府県が該当し

た。半数以上の地域で改定影響率が 3 割を超えたのは「飲食･フード」「販売･接客サービス」「軽作業･製造･配

https://apj.aidem.co.jp/wage/243/
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達」「清掃･警備･ビルメンテナンス」4 職種だった。改定影響率が低かったのは「教育･保育」で、静岡県以外の地

域では 1割未満となった。 

「小売業」と「販売･接客サービス」、「飲食業」と「飲食･フード」、「運輸業」と「軽作業・製造・物流」、「ビル管理･

警備業」と「清掃･警備・ビルメンテナンス」のそれぞれは、業種と職種のつながりが大きい。改定影響率の高か

った分類は、募集時の時給を地域内でも低めに設定する職種を含んでおり、その結果が表れているようだ。これ

とは逆に「教育、学習支援業」と「教育･保育」の影響率は低く、時給単価が高い「塾講師」「家庭教師」等がけん

引していると考えられる。「医療･福祉業」と「医療･介護・福祉」も他分類と比較すれば影響率が低いことからも、

元々高い時給を設定している職種を含む分類では、最低賃金改定による募集時時給への影響は小さいとみら

れる。 

表 2.東日本地域別・職種別・業種別の改定影響率、時給情報 
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表 3.西日本地域別・職種別・業種別の改定影響率、時給情報 

 

3. 東京都、神奈川県、大阪府を都心側と郊外側に分けた場合の改定影響率 

地域別最低賃金が 900円を超える東京都、神奈川県、大阪府について、各都府県内で改定影響率に地域差

が表れているのかをまとめた（表 4）。東京都では「東京 23 区」を、神奈川県では「横浜市と川崎市」、大阪府で

は「大阪市と堺市」を都心側として、これ以外の各都府県に該当する地域の合計を郊外側として比較している。 

いずれの都府県についても、都心側が郊外側の改定影響率を下回る結果となった。東京都では、都心側（東

京 23区）は 26.0％で 3割を下回ったが、郊外側（東京都区外）では 51.9％と半数超が影響を受ける予想となっ

た。同じ都府県内であっても、生活圏や経済圏の違いによって募集時時給にも差があり、それが改定影響率の
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差につながっていると考えられる。 

前述の 3 地域について、業種別職種別に改定影響率をみると、ほとんどの分類で都心側が郊外側を下回る

値となっている。東京都と神奈川県では職種分類の「医療･介護･福祉」で、大阪府では業種分類の「教育、学習

支援業」「運輸業」および職種分類の「販売･接客サービス」で、都心側が郊外側を上回る予測となった。都心側

と郊外側で改定影響率の値に 10 ポイント以上差が出た分類は、業種では「製造業」「ビル管理･警備業」、職種

では「オフィスワーク・事務」「飲食･フード」「清掃・警備・ビルメンテナンス・家事代行」で、2業種 3職種だった。 

 

表 4.所定の地域における平成 30年度地域別最低賃金の改定影響率 

 

 

4. 職種別募集時平均時給と最低賃金の関係 

地域別最低賃金の上昇が、パート･アルバイトの募集時における時給にどの程度影響しているかをみるため、

切上げ平均時給や切上げた賃金のパーセンタイル値を求めた（表 5）。 

どの地域でも、募集時平均時給と切上げ平均時給にいくらか差が出ており、平成 30 年度地域別最低賃金の

改定の影響が平均時給にも表れていることがわかる。表 1,2 で改定影響率が高く出ていた地域については、最

頻値またはパーセンタイル値が最低賃金と同額になっている項目が多く確認できる。神奈川県の「販売･接客サ

ービス」と、和歌山県の「ドライバー･配達」に関しては、75%ile までが改定後の最低賃金と同額になっており、対

象の 3/4 以上が賃金改定を避けられないと予測される。平均時給と切上げ平均時給の差額が 10 円以上となっ

ている場合、最頻値と 25%ileは改定後の最低賃金と同額となった。 

最頻値やパーセンタイル値が、今回の最低賃金改定額に近い値となっている場合、次回の改定時に影響が

大きくなると考えられる。例えば埼玉県では、県計と「飲食･フード」「販売･接客サービス」の最頻値、県計と「オフ

ィスワーク･事務」「ファッション･アパレル」「飲食・フード」「販売･接客サービス」の 25%ile が、900 円と「キリの良
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い額」となっている。仮に次年度の地域別最低賃金が今年度と同様に「3%を目安に引上げ」られるとすると、今

回の改定で埼玉県は 898円になるので、 

898×1.03＝924.94≒925 

となる。そうなった場合、現在最頻値や 25%ile が 900 円の項目はもちろん、「教育･保育」「ドライバー･配達」を

除く職種で今回よりも大きな影響になることが予測される。 

 

表 5.地域別職種別募集時平均時給、切り上げ平均時給（塗りつぶしは最低賃金と同額、カッコ内は引上げ率） 
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【調査概要】 

毎年 10 月頃に改定される地域別最低賃金が、パート･アルバイトの募集時賃金にどの程度影響を与えてい

るのかを調べるため、当社運営の求人メディア『イーアイデム』・採用ホームページ構築サービス『Jobギア採促』

を利用して公表されたパート･アルバイトの時給データをもとに、改定前のパート･アルバイトの募集時時給額を

当該年度に改定された地域別最低賃金額と比較した。 

 

● 集計対象データ 

1. 対象地域： 

関東エリア（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県） 

関西エリア（大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、岡山県、福岡県） 

2. 集計期間：2018年 4月~8月 

3. 雇用形態：パート又はアルバイト 

4. 賃金分類：時給 

5. 業種：サービス業（他に分類されないもの）、医療・福祉業、教育、学習支援業、飲食業、小売業、製造業、

運輸業、ビル管理・警備業 

6. 職種：オフィスワーク・事務、医療・介護・福祉、ファッション・アパレル、教育・保育、飲食・フード、販売・接客

サービス、軽作業・製造・物流、ドライバー・配達、清掃・警備・ビルメンテナンス・家事代行 

7. 他条件：「深夜ワーク」を除く 

 

● 集計対象データサンプル数：関東エリア 481,500件  関西エリア 427,815件 

 

● 集計項目 

1. 平均時給：対象のデータを集計し、単純平均値を小数第一位で四捨五入した値 

2. 切上げ平均時給：対象データのうち、平成 30 年度地域別最低賃金を下回るデータを、平成 30 年度地域別

最低賃金と同額に切り上げた後集計し、小数第一位で四捨五入した値 

3. 差額：平均時給と、切上げ平均時給の差の値。切り上げたことで上昇した時給額 

4. 平均時給上昇率：差額を平均時給で割った値。切り上げて上昇した時給額の割合 

5. 改定影響率：対象データのうち、平成 30 年度地域別最低賃金の改定により、賃金の引上げが必要となる

（改定により地域別最低賃金を下回ってしまう）賃金データの割合 

6. 最頻値：平成 30 年度地域別最低賃金を下回るサンプルを、平成 30 年度地域別最低賃金と同額に切り上

げた後集計し、最も頻繁に出現した値。最頻値が 2値以上あった場合、より低い値を表示している 

7. パーセンタイル値：サンプルを金額の低い順に並べたとき、指定された位置にある値。5%ileは、低い値から

数えて 5%目に当たる値で、50%ile は中央値を指す。平成 30 年度地域別最低賃金を下回るサンプルを、

平成 30年度地域別最低賃金と同額に切り上げた後集計した 

 

● 参考資料 

「平成 29年度地域別最低賃金改定によるパート･アルバイトの募集字平均時給への影響について」 

< https://apj.aidem.co.jp/wage/243/ > 2017年 11月 14日公表、2018年 9月 25日アクセス 


